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１ 開催日時・会場  

平成３０年５月２８日（月）午後２時から午後４時まで 

鳥取県庁議会棟第１２会議室 

 

２ 出席者 鳥取県都市教育長会（欠）  鳥取県町村教育長会  鳥取県中学校長会  

鳥取県高等学校長協会  鳥取県私立中学高等学校長会  

鳥取県中学校体育連盟  鳥取県高等学校体育連盟  鳥取県高等学校野球連盟  

公益財団法人鳥取県体育協会     

鳥取県弓道連盟  鳥取県バスケットボール協会  鳥取県ボート協会 

鳥取県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会  鳥取県スポーツ少年団 

鳥取県地域振興部スポーツ課  鳥取県地域振興部教育・学術振興課 

鳥取県教育委員会（教育次長、体育保健課）  
 

３ 概要（主な意見） 

 ①「適切な運営のための体制整備」について 

  ・県が「運動部活動の在り方に関する方針」を作成することに賛成である。 

  ・顧問を複数配置できる部活動数が適正な数である。 

・部活動数は、学校長が決めるというよりも、市町村教委や県教委が教職員数から複数配置 

するための目安を示していただけると現場はとても助かる。 

  ・活動計画等は、できるだけ簡単な書式にしてほしい。 

 ②「合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進のための取組」について 

・校長会や中体連の会では、「効率的で効果的な部活」について話されている。短時間でも 

子どもたちにプラスになる部活をすることが大切である。 

  ・バスケットボール協会では、中央競技団体が作成する指導手引きを活用したり講習会を開 

催するなどしている。 

  ・自校の弓道部では、休養日を取り入れたことにより、的中率が上がったように思う。 

 ③「適切な休養日等の設定」について 

  ・中学校では生徒の身体のことや働き方改革のこと、一方高等学校では選手強化のことがあ 

り、両者を上手に整理して検討する必要がある。 

  ・休養日が多くなることにより欲求不満やストレスを感じている生徒や保護者もいる。この 

ことにより生徒が県外に流出したり、生徒が県外から鳥取県に来なくなったりすることが 

起こるのではないか心配。 

  ・週に何日休養日を設定するという仕方もあるが、それに加えて年間トータルで休養日の日 

数を設定している県もある。 

・高校は選手強化・育成ということがあり、それが学校の特色にもなっている。中学生にも、 

競技力向上を全面的に目指している生徒もあれば、運動の楽しさや体力つくりを目的とし 

ている生徒もいるので、選択できる体制を設けることも必要である。 

④「生徒のニーズを踏まえたスポーツ環境の整備」について 

・中学校の部活動への原則全員加入の現状について、中学校長会でアンケートをとることと 

する。全員加入の状況を調査してお伝えしたいと思う。 

・中学校の部活動全員加入については、調査だけではなく見直すよう前向きに進めていただ 

平成３０年３月にスポーツ庁が策定した「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライ

ン」に基づき、都道府県が策定することとされている「運動部活動の在り方に関する方針」の

策定にあたり、国ガイドラインに示された様々な改革等を実現するための課題や解決策等につ

いて幅広く意見を伺うことを目的として意見交換会を開催した。 

 



きたい。部活動は、生徒の自主的、自発的な参加により行われるものであるが、この本来 

の趣旨と全員加入という実態とが乖離しているので、本来の趣旨に合わせることが必要。 

・町の中には、部活動の在り方検討会が行われていて、その中にクラブの代表者が入ってい 

る。町村の方が市部に比べて動きやすいと思う。 

・一定のエリア内で、合同で日常的に活動ができる体制を市町村教育委員会が考えていかな 

ければいけない。合同チーム編成の範囲は、同一市町村内だと思う。 

・全国総合型地域スポーツクラブ代表者会があり、部活動と連携していくに当たっての課題 

として「指導者確保」「行政の支援」「学校との連携」「指導者の賃金・条件」「保護者 

の理解・協力」の５つがあげられた。 

・スポーツ少年団の活動としては、土日に部活動のない生徒を対象に、参加は自由で２時間 

くらい受け入れている。このような連携はできるが、学校や地域・保護者も含めて理解が 

ないとできない。壁があるが、お互いに柔軟に対応していければ一つになれると思う。 

 ⑤その他 

・鳥取なりのやり方、日本型の部活動の良さを維持しながらスポーツの振興につなげていけ 

るような仕組み作りをしていかなければいけない。 

・県が策定する方針は、、地教委や学校が地域の実情を踏まえて方針を策定できるよう、柔 

軟性のあるものにしてほしい。 

  

４ スケジュール（予定） 

第１回意見交換会：５月２８日 

第２回意見交換会：７月中旬（「鳥取県運動部活動の在り方に関する方針（案）」提示） 

※８月に「鳥取県運動部活動の在り方に関する方針」策定予定 
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運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン【概要】

スポーツ庁策定H30.3.19

ガイドライン策定の趣旨等

○少子化の進展等の中、運動部活動を持続可能なものとするため、速やかに抜本的な改

革に取り組む。

○生徒に望ましいスポーツ環境を構築する観点に立ち、知・徳・体の「生きる力」を育

み、バランスのとれた心身の成長と学校生活等を重視し、地域・学校等に応じた多様

で最適な形での実施を目指す。

○義務教育の中学校を主な対象とし、高等学校も原則適用（高等学校段階では、中学校

教育の基礎の上に多様な教育が行われている点に留意 。）

１ 適切な運営のための体制整備

（１）運動部活動の方針の策定等

○都道府県は「運動部活動の在り方に係る方針」を、学校の設置者は「設置する学校

」 、 、 「 」に係る運動部活動の方針 を 校長は 毎年度の 学校の運動部活動に係る活動方針

を策定。

○運動部顧問は、年間及び毎月の活動計画並びに活動実績を作成。校長は、活動方針と

ともに 等により公表。HP
（２）指導・運営に係る体制の構築

○校長は、学校全体の適切な校務分掌等に留意して、運動部活動の適切な指導・運営管

理体制を構築し、適正な数の運動部を設置。また、各運動部の活動内容を把握の上、

適宜、指導・是正。

○学校の設置者は、部活動指導員を積極的に任用・配置。運動部顧問及び管理職対象の

研修を実施。

２ 合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進のための取組

（１）適切な指導の実施

○校長及び運動部顧問は 「運動部活動での指導のガイドライン( 年 月文部科学、 H25 5
省)」に則り、生徒の心身の健康管理、事故防止、体罰等の根絶を徹底（学校の設置

者等は、支援及び指導・是正 。）

（２）運動部活動用指導手引の普及・活用

○中央競技団体は、運動部活動での効率的・効果的な科学的トレーニングの指導手引を

作成・公開。

○運動部顧問は、指導手引を活用し、休養を適切に取りつつ、短時間で効果が得られる

指導を実施。
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３ 適切な休養日等の設定

、 。○ジュニア期のスポーツ活動時間に関する医・科学的観点も踏まえ 以下を基準とする

・学期中は週当たり２日以上の休養日（平日１日、土日１日以上）

・長期休業中は学期中に準じた扱いを行うとともに、長期休養（オフシーズン）を設

ける。

・１日の活動時間は、長くとも平日は２時間程度、学校の休業日は３時間程度。

○都道府県、学校の設置者及び校長は、基準を踏まえた休養日・活動時間等を設定し、

運用を徹底。

４ 生徒のニーズを踏まえたスポーツ環境の整備

（１）生徒のニーズを踏まえた運動部の設置

○校長は、生徒の多様なニーズに応じた活動ができる運動部を設置（季節ごとに異なる

スポーツを行う活動、レクリエーション志向で行う活動、体力つくりを目的とした活

動等 。）

○地方公共団体は、生徒のスポーツ活動の機会が損なわれないよう、複数校の生徒が拠

点校の運動部活動に参加する等、合同部活動等の取組を推進。

（２）地域との連携等

○都道府県、学校の設置者及び校長は、学校や地域の実態に応じ、スポーツ団体、保護

者及び民間事業者等の協力の下、学校と地域が協働・融合した地域のスポーツ環境を

整備。社会教育活動への学校体育施設開放を推進。

○スポーツ団体（日体協、地域の体協、競技団体等）は、総合型地域スポーツクラブや

スポーツ少年団等の生徒が所属する地域のスポーツ団体に関する事業等について、都

道府県、学校の設置者等と連携し、学校と地域が協働・融合した地域のスポーツ環境

の充実を推進。また、部活動指導員の任用・配置及びスポーツ指導者の質の向上に関

する取組に協力。

５ 学校単位で参加する大会等の見直し

○日本中体連は、主催大会の参加資格や運営の在り方等を速やかに見直し。

○都道府県中体連及び学校の設置者は、学校が参加する大会の全体像を把握した上で、

大会数の上限の目安等を策定。校長は、各運動部が参加する大会等を精査。

終わりに

○地方公共団体は、長期的に、学校単位の運動部活動に代わりうる生徒のスポーツ活動

の機会の確保・充実方策に係る検討が必要。

○競技団体は、競技の普及の観点から、運動部活動やジュニア期におけるスポーツ活動

が適切に行われるために積極的に協力。また、競技力向上の観点から、地方公共団体

や日体協、地域の体協等と連携し、各地の将来有望な生徒を、本格的な育成・強化コ

ースへ導くことができるよう、発展・育成の仕組みの確立に向けて取り組む。


























